
　
初
回
接
種
が
完
了
し
た
人
に
オ

ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ
ン
を
１

回
接
種
す
る
令
和
４
年
秋
開
始
接

種
が
終
了
し
ま
す
。
接
種
希
望
の

人
は
早
め
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

終
了
期
日　
５
月
７
日
㈰

そ
の
他　
５
〜
11
歳
の
接
種
は
秋

冬
の
接
種
開
始
ま
で
延
長

令
和
５
年
度
の
接
種

春
夏
の
接
種
対
象（
５
〜
８
月
）

65
歳
以
上
の
人
、
基
礎
疾
患
な
ど

が
あ
る
人
、
医
療
機
関
ま
た
は
高

齢
者
、
障
が
い
者
施
設
の
従
事
者

秋
冬
の
接
種
対
象（
９
〜
12
月
）

追
加
接
種
可
能
な
全
て
の
年
齢
の
人

共
通
事
項

64
歳
以
下
で
基
礎
疾
患
の
な
い

人
は
接
種
を
受
け
る
努
力
義
務
が

な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
４
年
秋

開
始
接
種
が
終
了
す
る
と
、
12
〜

64
歳
で
基
礎
疾
患
が
な
い
人
は
５

年
秋
冬
の
接
種
ま
で
ワ
ク
チ
ン
の

接
種
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

問
い
合
わ
せ　
健
康
づ
く
り
課（
☎

40
８
０
２
４
）

　
が
ん
治
療
に
伴
う
経
済
的
負
担

を
軽
減
し
、
日
常
生
活
の
質
が
よ

り
良
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
医

療
用
ウ
ィ
ッ
グ
お
よ
び
乳
房
補
整

具
な
ど
の
購
入
費
用
の
一
部
を
補

助
し
ま
す
。

補
助
対
象
者　
次
の
項
目
全
て
に

該
当
す
る
人
▽
申
請
日
に
市
に
住

民
登
録
を
し
て
い
る
▽
が
ん
治
療

に
伴
う
身
体
の
変
化
の
た
め
に
医

療
用
ウ
ィ
ッ
グ
な
ど
を
必
要
と
し

て
い
る
▽
市
税
を
滞
納
し
て
い
な

い
▽
過
去
に
本
事
業
ま
た
は
他
の

自
治
体
で
同
様
の
補
助
を
受
け
て

い
な
い

補
助
対
象　
▽
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ

（
か
つ
ら
・
帽
子
本
体
・
装
着
時

に
皮
膚
を
保
護
す
る
ネ
ッ
ト
な
ど
）

▽
乳
房
補
整
具（
体
外
に
装
着
す

る
人
工
乳
房
・
パ
ッ
ド
・
ニ
ッ
プ

ル
・
こ
れ
ら
を
固
定
す
る
下
着
）

※
本
体
価
格
に
含
ま
れ
な
い
付
属

品
・
ケ
ア
用
品
お
よ
び
送
料
・
文

書
料
は
除
く

補
助
金
額　
上
限
３
万
円

※
申
請
は
１
人
１
回
ま
で

申
請
期
限　
４
月
１
日
以
降
に
補

整
具
を
購
入
し
た
日
の
翌
日
か
ら

数
え
て
１
年
以
内
の
も
の

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
必
要

書
類
を
準
備
の
上
、
健
康
づ
く
り

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

に
伴
う
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
ま
た
は
健
康
づ
く
り
課

（
☎
40
２
８
０
８
）へ

　
若
年
が
ん
患
者
が
、
住
み
慣
れ

た
自
宅
な
ど
で
自
分
ら
し
く
過
ご

せ
る
よ
う
、
在
宅
で
の
療
養
生
活

を
行
っ
て
い
る
人
に
対
し
、
支
援

を
実
施
し
ま
す
。

対
象　
次
の
項
目
全
て
に
該
当
す

る
人
▽
支
援
事
業
の
利
用
申
請
を

す
る
日
に
市
に
住
民
登
録
し
て
い

る
▽
治
癒
を
目
的
と
し
た
治
療
を

行
わ
な
い
が
ん
患
者（
医
師
が
一

般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知

見
に
基
づ
き
回
復
の
見
込
み
が
な
い

状
態
に
至
っ
た
と
判
断
し
た
）▽

対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
に
39
歳
以

下
▽
他
の
公
的
支
援
制
度
で
同
様

の
対
象
サ
ー
ビ
ス
を
受
給
し
て
い

な
い

利
用
者
負
担
額　
利
用
者
本
人
か

ら
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
に
対
し
、

対
象
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
１
割
を

支
払
い
ま
す
。
残
り
の
9
割
は
市

が
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
に
直
接

支
払
い
ま
す
。
た
だ
し
、
利
用
上

限
額
を
超
え
た
場
合
に
は
、
超
過

額
が
全
額
利
用
者
負
担
と
な
り
ま

す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い

対
象
サ
ー
ビ
ス
・
利
用
金
額
上
限

▽
訪
問
介
護（
身
体
介
護
、
生
活

援
助
お
よ
び
通
院
な
ど
の
乗
降
介

助
）お
よ
び
訪
問
入
浴
介
護
＝
月

額
５
万
円
▽
福
祉
用
具
貸
与
＝
月

額
３
万
円
▽
福
祉
用
具
購
入
＝
１

人
当
た
り
５
万
円
▽
介
護
支
援
専

門
員
に
よ
る
事
業
所
の
紹
介
・
調

整
な
ど
の
費
用
＝
月
額
１
万
円

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
本
事

業
の
利
用
を
希
望
す
る
人
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
ま
た
は
健

康
づ
く
り
課（
☎
40
２
８
０
８
）へ

　３月２日、藤岡北高校の生徒らが市長
を表敬訪問し、世界らん展特別奨励賞と
全国ユース環境活動発表大会全国大会環
境再生保全機構理事長賞を受賞したこと
を報告しました。市長は「全国トップクラ
スの賞を立て続けに受賞したことは大変
うれしく思っています」と述べました。

　
令
和
５
年
度
の

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種

　
若
年
が
ん
患
者
の
在
宅
療
養
支
援
事
業
を
開
始
し
ま
す

　
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
な
ど
の
購
入
費
補
助
事
業

特別奨励賞と環境再生保全
機構理事長賞の受賞を報告

主な支援
窓口設置　犯罪被害者等支援を総合的に行う
ための窓口を設置
相談および情報の提供　犯罪被害者等が抱え
るさまざまな問題について相談に応じ、必要
な情報の提供や助言、警察などの関係機関と
の連絡調整を行う
経済的負担の軽減　犯罪被害者等が受けた被
害による経済的負担の軽減を図るため、見舞
金を支給
居住の安定　従前の住居に居住することが困
難になった犯罪被害者等への公営住宅の提供

　誰もが犯罪被害者等になる恐れがあります。犯罪などに巻き込まれた犯罪被害者等は、犯罪による
直接的な被害にとどまらず、被害後に受ける精神的な苦痛や経済的な損失などの二次被害に苦しめら
れ、事件前の生活を取り戻せないようなケースも発生しています。誰もが安心して暮らすことができ
る地域社会の実現には、犯罪被害者等に対する適切な支援が必要です。
　市では、犯罪被害者等の被害の回復と軽減を図り、安全で安心な暮らしができる地域社会の実現を
目指すため、「犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

基本理念
▷犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、
その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利
が尊重されること
▷犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の
状況および原因、犯罪被害者等が置かれてい
る状況その他の事情に応じて適切に行われる
とともに、二次被害が生ずることのないよう
十分に配慮すること
▷犯罪被害者等が安心して暮らすことができ
るよう、必要な支援が途切れることなく提供
されること
▷市および関係機関などが相互に連携し、協
力すること

市の責務、市民・事業者の責務
▷犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、
関係機関と連携協力し、実施する
▷犯罪被害者等が置かれている状況および犯
罪被害者等支援の必
要性についての理解
を深め、二次被害を
生じさせることのな
いよう配慮する
▷市が実施する犯罪
被害者等支援に関す
る施策に協力するよ
う努める

（公財）被害者支援センターすてっぷぐんま
　犯罪被害者等に対して精神的なケアを行うとともに、社会全体の被害者支援意識の高揚を図り、被
害の回復や軽減の支援をする団体です。犯罪被害に遭ったときは、一人で悩まずに相談してください。
受付日時　月～金曜日（祝日・年末年始は除く）　午前10時～午後４時
活動内容　▷電話・面接相談▷付き添いなどの直接的支援▷関係機関との連携▷支援者の養成
問い合わせ　☎027・253・9991

見舞金の種類
遺族見舞金
金額　30万円
対象　犯罪行為により死亡した人※１の遺族※1

※１犯罪行為の発生時に市内に住所を有している人

重傷病等見舞金
金額　10万円
対象　犯罪行為により重傷病※2を負った市民
※２負傷または疾病であって、その療養に要する期間が
１カ月以上であると医師により診断されたもの

　支給には要件がありますので、地域づくり
課へ問い合わせてください。

犯罪被害者等支援条例を制定しました
問い合わせ　地域づくり課（☎402211）
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